
令和８年１月号

宮古労基署ニュース

死亡災害ゼロ継続日数

宮古署管内 令和８年１月１日時点

建設業 1,344日 その他の業種 766日

新年のご挨拶
宮古労働基準監督署長 加藤勇介

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は多大なるご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も労働安全衛生、働き方改革、適正迅速な保険給付に署員一丸と
なって努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

11月末時点 23件（前年同期比 +14件）

転倒災害にご注意ください！！

宮古署管轄内での休業4日以上の転倒災害の発生件数が昨年と比較して大幅に増加

しています。特に、11月は休業4日以上の労働災害７件のうち５件（約71％）が転倒
災害という状況になっています。今月号では、災害事例とその対策についてご紹介し
ます。

令和７年 転倒災害の発生状況

事例① 発生状況

プラスチック製のチェーンをまたごうとしたところ、
ふらついて足がもつれ転倒。（休業見込２箇月）

事例① 原因と対策

（原因）被災者が60歳以上と高齢であり、自身の身体機能の低下に気づいていな
かった可能性が考えられる。

（対策）
①障害物は、移動が可能であれば移動させ、またいだりしないこと。
②転倒等リスク評価セルフチェック票を活用し、実際の身体機能と意識の差を
労働者に認識させること。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Flag_of_safety_and_health.svg


転倒災害にご注意ください！！ ～続き～

事例② 発生状況

駐車場内の凍結箇所（少量の降雪あり）で滑って転倒。（休業見込３箇月）

事例② 原因と対策

（原因）凍結箇所に少量の降雪があったため、凍結していることに気づかなかった
可能性が考えられる。

（対策）
①転倒危険マップを作成し、転倒危険箇所の共有を行うこと。
②凍結しやすい箇所には早めに融雪剤を散布したり、注意喚起の表示を行った
りすること。

「転倒等リスク評価セルフチェック票」などの転倒災害防止対策はこちらから➡

宮古署でも転倒災害防止対策を実施しました！

宮古署では、凍結しやすい箇所に融雪剤の散布を行っていますが、それでも凍結し
てしまう箇所（写真左側のオレンジ色で囲まれた箇所）には追加で注意喚起の表示を
行いました。

特に転倒災害発生の危険性が高いと考えられる箇所には、複数の
防止対策を組み合わせて実施する等の工夫を行い、転倒災害を防止
しましょう！

【転倒危険マップの例】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html


フリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになりました

令和６年11月から、フリーランス（特定受託業務に従事する方）も労災保険に特別

加入することができるようになりました。今月号ではその詳細についてご案内します。

特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働
者以外の方も、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これ
を「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害又は死亡等に対し
て、補償を受けられます。

給付内容

ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残っ
た場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

特別加入の対象となる事業

詳細はこちらから⇧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html


加入手続き・保険給付手続きの流れ

保険料の計算方法

保険料及び被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。特定フ
リーランス事業に従事する者が所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階のうちから
選択して特別加入団体が申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。この給付
基礎日額に365を乗じた保険料算定基礎額に第二種特別加入保険料率（3/1,000）を乗じたも
のが、１年間の保険料となります。

おまけ

▶皆さま新年あけましておめでとうございます🎍今年は60年に一度の丙午ですね。丙
午は火の力が重なる干支で、エネルギーに満ちあふれ、大きな飛躍のチャンスとなる
年になるため、新しいことや諦めかけていたことに挑戦するといい✨といわれている
ようです。

▶皆さまは今年、どんなことに挑戦してみようと思っていますか？労基署ニュース担
当者は、衛生管理者の資格取得に挑戦してみようと思っています。２，３年前にテキ
ストを購入して以降ほぼ手つかずの状態になってしまっているので、今年こそは
…！！
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